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個人番号及び個人番号カードに関することに係る個人情報を目的 

外に利用させること及び目的外に利用させることに伴う本人通知 

の省略について（答申） 

 

２０２１年（令和３年）１２月２４日付けで諮問（第１１０８号）され

た個人番号及び個人番号カードに関することに係る個人情報を目的外に

利用させること及び目的外に利用させることに伴う本人通知の省略につ

いて，次のとおり答申します。 

 

 

１ 審議会の結論 

 (1)  藤沢市個人情報の保護に関する条例(平成１５年藤沢市条例第７

号。以下「条例」という。) 第１２条第１項第４号の規定による個

人情報を目的外に利用させる必要性があると認められる。  

  (2) 条例第１２条第５項ただし書の規定による個人情報を目的外に

利用させることに伴う本人通知を省略する合理的理由があると認

められる。 

 

２  実施機関の説明要旨 

実施機関の説明を総合すると，本事務の実施に当たり個人情報を目

的外に利用させる必要性及び目的外に利用させることに伴う本人通知

を省略する合理的理由は，次のとおりである。 

(1) 諮問に至った経過 

地方公共団体情報システム機構（以下「Ｊ -ＬＩＳ」という。）は

定例業務として，マイナンバーカードの普及促進のため，マイナン

バーカード未申請者にマイナンバーカードの交付申請書の送付や，

マイナンバーカード所有者に有効期限満了に伴う更新のための交付

申請書を送っている。当該交付申請書の送付に係る対象者の情報は，

Ｊ-ＬＩＳから本課に対し，住基ネットコミュニケーション・サーバ

ーを通じて提供され，その情報を基に，本課が把握しているＤＶ被

害等により居所登録がされている対象者に交付申請書の送付を行わ

ないよう処理している。 



今般，マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進

に関する方針（令和元年６月４日デジタル・ガバメント閣僚会議決

定）において，政府全体の取組として，保険者から被保険者に対す

るマイナンバーカードの取得促進策の速やかな具体化やマイナンバ

ーカードの健康保険証利用登録の推進を図ることとされた。その結

果，健康保険証の利用頻度が高い７５歳以上のマイナンバーカード

交付率を高め，マイナンバーカードの健康保険証利用を普及するた

め，後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカードの交付申請書

の送付等を実施することとなった。 

本事業においては，ＤＶ被害等により居所登録がされている対象

者に交付申請書の送付を行わないよう処理後，処理内容を反映した

情報（印刷用ファイル）をＪ－ＬＩＳが本課に提供し，本課は保険

年金課に利用させ，後期高齢者医療広域連合に提供する事務運用で

あるため，条例第１２条の規定に基づき，藤沢市個人情報保護制度

運営審議会に諮問するものである。 

(2) 個人情報を目的外に利用させることについて  

ア 目的外に利用させる個人情報 

２０２１年（令和３年）１０月３１日現在における７５歳以上

のマイナンバーカードを交付申請していない者（ＤＶ被害等の郵

送物を送付してはならない者を除く。）の次の各号に掲げる個人情

報を保険年金課に利用させる。 

     (ｱ) 氏名（かな・旧氏・アルファベットを含む。） 

     (ｲ) 住所 

     (ｳ) 生年月日 

     (ｴ) 性別 

     (ｵ) 住民基本台帳法第３０条の４５に規定する区分（中長期在留

者，特別永住者等） 

     (ｶ) 在留期間の満了の日 

イ 目的外に利用させる相手方 

保険年金課 

なお，後期高齢者医療広域連合には保険年金課が当該情報を提

供する。 

ウ 個人情報の利用方法について 

送付対象である２０２１年（令和３年）１０月３１日時点で７

５歳以上のマイナンバーカード未交付申請者のうち国外転入者等

令和２年以降にＱＲコード付き申請書が添付された個人番号通知

書又は通知カードの送付を受けた者，出入国管理及び難民認定法

（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の３に規定する中長期在

留者等地方出入国在留管理局においてマイナンバーカードの交付

申請等について周知が行われている者，及び行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する



個人番号，個人番号カード，特定個人情報の提供等に関する省令

第２２条の２第３号から第６号までに規定する事情により居所情

報を住民基本台帳システム上に登録している者が除かれた印刷用

ファイルが本課の住基ネットコミュニケーション・サーバーを通

じて提供されるため，パスワードを付加してＵＳＢメモリにより

保険年金課に引き渡す。 

エ 目的外利用の必要性 

本事業において必要となる個人情報は，約５０，０００件の情

報であり，保険年金課が本人から個別に収集した場合，莫大な時

間，労力及び費用を要する。迅速に本事業を実施するためには，

ほかに方法がないことから，個人情報を目的外に利用させる必要

がある。 

(3) 個人情報を目的外に利用させることに伴う本人通知の省略につい

て 

目的外に利用させる個人情報の対象者は，７５歳以上のマイナン

バーカードを所持していない者約５０，０００人と多数であり，通

知する費用や事務量が過分に必要となり，事務処理の効率性が著し

く損なわれることから省略するものである。なお，市民へは，保険

年金課が本市ホームページを通じて周知する。  

(4) 実施時期（予定） 

２０２２年（令和４年）１月 

(5) 添付書類 

ア マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関

する方針 

イ 令和３年度におけるマイナンバーカード取得促進策及びマイ

ナンバーカードの被保険者証利用の促進等について  

ウ 令和３年度におけるマイナンバーカード取得促進策等の具体

的な事務内容について 

エ マイナンバーカード交付申請書等作成事業者向け運用保守手

引書（別紙 インターフェース設計編）（別紙 編集仕様書）（一

部抜粋） 

オ 個人番号カード未取得者後期高齢者分へのＱＲコード付き交

付申請書の送付に伴う対応について（依頼）  

カ 個人情報取扱事務届出書 

 

３ 審議会の判断理由 

当審議会は，次に述べる理由により，「１ 審議会の結論」(1)及び 

(2)のとおりの判断をするものである。 

 (1) 個人情報を目的外に利用させる必要性について  

実施機関では，個人情報を目的外に利用させる必要性について，

次のように述べている。 



本事業において必要となる個人情報は，約５０，０００件の情報

であり，保険年金課が本人から個別に収集した場合，莫大な時間，

労力及び費用を要する。迅速に本事業を実施するためには，ほかに

方法がないことから，個人情報を目的外に利用させる必要がある。 

以上のことから判断すると，個人情報を目的外に利用させる必要

性があると認められる。 

(2) 個人情報を目的外に利用させることに伴う本人通知を省略する

合理的理由について 

 実施機関では，個人情報を目的外に利用させることに伴う本人通

知の省略について，次のように述べている。 

    目的外に利用させる個人情報の対象者は，７５歳以上のマイナン

バーカードを所持していない者約５０，０００人と多数であり，通

知する費用や事務量が過分に必要となり，事務処理の効率性が著し

く損なわれることから省略するものである。なお，市民へは，保険

年金課が本市ホームページを通じて周知する。  

以上のことから判断すると，個人情報を目的外に利用させること

に伴う本人通知を省略する合理的理由があると認められる。  

 

 

                                                       以 上 

 

 

 


